
【選挙長告示】
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選 挙 長 告 示

浜田選挙区島根県議会議員選挙選挙長告示第２号

平成27年４月12日行う島根県議会議員一般選挙における当選挙区の議員候補者は３人であって、選挙すべき議員の定数

を超えないから、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第127条の規定により投票を行わない。

平成27年４月３日

浜田選挙区島根県議会議員選挙選挙長 宮 本 文 雄

仁多選挙区島根県議会議員選挙選挙長告示第２号

平成27年４月12日行う島根県議会議員一般選挙における当選挙区の議員候補者は１人であって、選挙すべき議員の定数

を超えないから、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第127条の規定により投票を行わない。

平成27年４月３日

仁多選挙区島根県議会議員選挙選挙長 多々納 亮

邑智選挙区島根県議会議員選挙選挙長告示第２号

平成27年４月12日行う島根県議会議員一般選挙における当選挙区の議員候補者は１人であって、選挙すべき議員の定数

を超えないから、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第127条の規定により投票を行わない。

平成27年４月３日

邑智選挙区島根県議会議員選挙選挙長 鎌 谷 正 文
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